
文化財多言語解説整備事業について

文化庁文化財部伝統文化課文化財保護調整室

1

平成30年度 文化庁 文化遺産オンラインの登録推進等に関する説明会 (平成30年7月)



文化財多言語解説整備事業（国際観光旅客税充当）
（新 規）

30年度予算額 500百万円

概要

訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させるため、文化財に対して多言語で先進的・高次元な言語
解説を整備する事業を、観光施策と連携させつつ実施。

ｖ

（ＱＲコードの多言語解説）（ＡＲ技術を使用した多言語解説）

事業内容

文化財の理解を深め、外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上。

文化財中核観光拠点２００か所を中心として、先進的・費用対効果の高い多言語解説を整備。

◆ 従来の文化庁事業にあるような単なる案内板やパンフレットの多言語対応とならないよう、訪日外国人旅行者の増加数や満足度をＫＰＩとして設定。
◆ 施策の事業効果を検証できる枠組みを設けた上で、第三者の評価も行い、適切なＰＤＣＡサイクルを実現。

（音声ガイドの多言語解説）

文化財活用・理解促進戦略プログラム2020（抄）
（平成28年4月 文化庁策定）

2020年までの目標
・文化財単体ではなく地域の文化財を一体とした面
的整備や分かりやすい多言語解説の整備などの取
組を1000事業程度実施するとともに、日本遺産を
はじめ、文化財を中核とする観光拠点を全国200
拠点程度整備

文化庁

先進的・高次元な整備（新規予算）
＋案内板等の整備（既存予算）

観光庁

コンテンツ作成（新規予算）
分かりやすい多言語
解説整備推進委員会

国直轄で多言語化を強力に推進
観光庁・文化庁・環境省の予算連携による解説整備
観光庁予算：３億 文化庁予算：５億 環境省2.5億

世界遺産等を対象に20ヶ所程度を予定
観光庁の支援事業に該当しなくとも、先進的・高次元な多言語

解説整備に対して、４０ヶ所程度を支援予定。
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× 国指定等文化財？
× 文化財保護法に基づき、国が指定・登録・選定した文化財を指す。

× 先進的・高次元？
× （詳細は後述）QRコード、スマートフォンアプリ、Bluetooth等を活用した音声ガイ
ド、VR・ARコンテンツ 等

× 文化財所有者等以外が事業を実施する場合の留意点
× 整備を行う文化財所有者等、権利者の同意を得ておくこと。
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× 主な補助対象外の経費？
× サーバーの維持管理、管理費用等のランニングコスト
× 国指定等文化財の多言語解説に関係しない費用 等
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× 監修をご希望される際には、文化庁へご相談を。
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× 補助金の額の調整？
× 複数の文化財を一体として多言語解説整備を行う
× 訪日外国人旅行者数や満足度に高く寄与すると認められる
× 補助事業者の財政規模
× 補助事業の実施により、補助事業の終了後に補助事業者に生じる収入が見込まれて
いる 等

× 収益納付の手続き？
× 追って、詳細をご連絡する。
× 該当があれば、平成32年度から生じる手続きとなる。
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例：目標値策定（５年後に設定した場合）

毎年度
評価

毎年度
評価

毎年度
評価

終了時
評価

事業実施

２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目1年目

目標・目標
値設定

当初目標に対
する総括評価 目標が達成

されていな
ければ改善
を促す。
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× ご不明な点はお問い合わせを
× 文化庁文化財部伝統文化課文化財保護調整室普及指導係

TEL： 03－5253－4111（代表）内線2415
× メール：chosei@mext.go.jp
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× 当面お願いしたいこと
× 域内事業者からの応募書類のとりまとめ
× これら応募書類の紙媒体及び電子データを文化庁へ送付すること

本補助事業を事務委任する予定

○現在手続き中であり、詳細は追って各都道府県教育委員会へ連絡するが、文化財補助金と同様に、
・交付申請の受理、交付決定の通知、実績報告の受理、補助金等の額の確定及び通知
等を委任する予定である。


